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第１　はじめに
インターネット上においては、メタタグ1や検索

連動型広告2等、様々な手段により需要者を自身の
ウェブサイトへ誘導する仕組みが存在する。

これらの仕組みにおいて、他人の登録商標が使用
されることがあるが、このような使用態様が当該他
人の商標権を侵害するかを巡り、しばしば紛争が生
じる。

そもそも、商標法が保護対象とする商標は、同法
の目的（１条。以下同法を「法」という。）に照らし、
自他識別機能（商標の付された商品・役務を他人の
商品・役務と区別する機能）ないし出所表示機能（商
標が付された商品・役務の出所を表示する機能）の
ほか、品質保証機能（商標が付された商品・役務が
一定の品質であることを示す機能）や広告宣伝機能

（消費者に商品・役務が記憶されることにより広告
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